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「デジタル化で、しあわせ実感都市、つしま」 

をさらに前へ！ 
 

今日、我が国では、官民問わず、少子化・高齢化等に

より、労働人口の減少が進んでおります。 
 

総務大臣主催の「自治体戦略 2040 構想研究会」の報

告によりますと、従来の半分の職員でも自治体が本来担

うべき機能を発揮できる仕組みが必要とされています。 
 

そのような状況の中、地方自治体におけるデジタル技

術の利活用は喫緊の課題となっています。 
 

行政手続きのオンライン化、情報システムの標準化・共通化、デジタル人材育

成等は、国・県と密に連携し、早急に進めていく必要があります。 
 

これらのことを踏まえ、当市では、令和３年４月から本市の情報主管課の体制

強化を行い、また、民間企業からデジタル専門人材の派遣を受けてきました。 
 

そして、令和４年３月に「津島市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

推進計画」を策定し、令和４年度から令和６年度までの毎年度、各種施策の進捗

管理・評価を行ってきました。 
 

その結果、子ども見守りサービス、行政手続きにおける書かない・待たない・

行かない窓口、防災情報の一元化、タブレット議会をはじめとする多様な施策の

実現を果たしてきました。 
 

今後、キャッチフレーズ「デジタル化で、しあわせ実感都市、つしま」をさら

に進め、住民の皆様がより一層「しあわせ」を実感できるようにしていきます。 
 

そのために、「津島市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画 

第二期」を新たに策定し、これまで以上に強力に、かつ計画的に、当市のデジタ

ル・トランスフォーメーションを推進していきます。 

 

 

2025 年３月 

津島市長 日 比 一 昭 
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第１編 本計画の位置付け 

 本計画の位置付け 

「津島市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画 第二期」（以下「本計

画」という。）は、第 5 次津島市総合計画に掲げる将来都市像である「～未来につなぐ～ 

住んでみたい 住んでよかったまち 津島」の実現を、デジタル・トランスフォーメーション（DX）

の側面から加速させるための計画です。 

また、本計画を第 5 次津島市総合計画実施計画にも反映させることで、本市の DX を

推進します。 

なお、本計画は、官民データ活用推進基本法第９条３項に策定を努めるように規定さ

れた「市町村官民データ活用推進計画」としても位置付けます。 
 

 
 

 計画期間 

本計画の期間は、令和７年４月１日から令和 10 年３月 31 日までとします。 

社会情勢の変化、国が策定する関連計画、本市の総合計画の進捗状況等を踏まえ、

期間内で毎年度見直しを行うローリング方式とします。 

 

 



 
 

第２編 第一期本計画の成果 

 住民サービスの向上に係る施策・成果 

令和４年度から令和６年度までの三年間を対象とした「津島市デジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）推進計画」（以下「第一期本計画」という。）における住民サービスの

向上に係る主な施策・成果は下記のとおりとなります。 
 

津島市子ども見守りサービス 

◆ 市内小学校の１年生から３年生に「見守り」端末を配布し、児童が小学校や通学路

等の見守りスポットを通過した際、その位置情報を記録し、万が一お子さまの捜索

が必要な事態が生じた際に活用します。 

書かない・待たない・行かない窓口 

◆ オンライン申請やマイナンバーカード等の読み取りにより、行政手続きの申請にお

いて「書かない」、「待たない」、「行かない」を推進してきました。 

 

◆ 「ワンストップ窓口（出生コーナー）」において、窓口にお越しになられた方が紙

の書類に手書きで申請内容を記載する負担を解消するため、タブレット端末を用い

て手続きを行えるようにしました。 

 

◆ 「定額減税調整給付金の申請」の手続きのオンライン対応を行いました。 

 

◆ マイナポータルにおいて、国が定める子育て・介護関係をはじめとする合計 27手

続きに加え、市独自で「高齢者インフルエンザ広域予防接種の申込」等、合計３つ

の手続きのオンライン化を行いました。 

コンビニ交付 

◆ マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニエンスストアにて住民票の写し・印

鑑証明書等を取得できるコンビニ交付サービスの普及・促進に取り組み、コンビニ

交付割合を向上させました。 

AI 翻訳システム 

◆ 市役所の窓口等において、日本語以外の言語でのやり取りを円滑に行えるよう、AI

を用いた翻訳システムを導入しました。 

防災情報の一元化 

◆ 当市では、国や県が管理する河川情報や水位計のほか、市が独自に設置した冠水計

等の情報を一元的に集約するシステムを導入しました。 



 
 

 庁内業務効率化に係る施策・成果 

令和４年度から令和６年度までの三年間を対象とした第一期本計画における庁内業

務効率化に係る主な施策・成果は下記のとおりとなります。 
 

タブレット議会 

◆ 市議会にてタブレット端末を活用し、ペーパーレスとしました。これにより、印刷

用紙の削減や事務軽減を実現しました。印刷用紙の削減効果は、年間約 52万枚とな

ります。 

オンライン会議システム 

◆ オンライン会議を導入し、その普及・促進に努めました。これにより、旅費の削減

及び移動時間の削減を実現しました。 

外部ストレージサービス（クラウドサービス） 

◆ 市の情報資産について、安心・安全な保管、高いセキュリティを保った状態での他

機関等とのやり取りの実現のために、外部ストレージサービス（クラウドサービ

ス）を導入しました。 

RPA システム 

◆ 庁内の定型的・定例的な業務について、自動化できる RPA システムの適用を進めま

した。 

デジタル人材育成 

◆ 庁内における DX 推進のリーダーを担える職員を育成することを目的に令和４年度か

らデジタル人材育成研修を実施してきました。本研修はこれまで合計 71名が受講し

ました。 

会議や研修のライブ配信・録画配信 

◆ 庁内の会議や研修をライブ配信・録画配信することにより、時間や場所の制約によ

り参加できない職員への情報共有や学習の機会の提供をしてきました。 

 

             
  



 
 

 



 
 

第３編 国、県の動向 

 国の動向 

自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画 

政府は、目指すべき社会のビジョンとして、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズ

に合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さな

い、人に優しいデジタル化～」を掲げています。 

自治体DX推進計画では、当ビジョン実現のため、住民に身近な行政を担う基礎自

治体である市町村が重点的に取り組むべき事項・内容が具体化されており、また、総

務省及び関係省庁による支援施策がまとめられています。 
 

 
出典:総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画等の概要」令和６年４月改定版 

  



 
 

デジタル田園都市国家構想総合戦略 

政府は、デジタル技術を活用して地方の社会課題を解決し、全国どこでも誰もが便

利で快適に暮らせる社会を目指し、デジタル田園都市国家構想を定めています。 

 

 
出典:内閣官房「デジタル田園都市国家構想総合戦略」令和５年 12 月改訂版 1/2 

 



 
 

 
出典:内閣官房「デジタル田園都市国家構想総合戦略」令和５年 12 月改訂版 2/2 

  



 
 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 

政府は、自治体毎の情報システムのカスタマイズをなくし、人的・財政的な負担軽減

を図ることを目指しています。 
 

 
出典:総務省「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の概要」令和 3 年 9 月 

  



 
 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

政府は、デジタル技術を活用した行政の推進の基本原則として、「デジタルファース

ト」、「ワンスオンリー」、「コネクテッド・ワンストップ」を掲げています。 

また、行政手続のデジタル化のために必要な事項として、行政手続におけるデジタル

技術の活用、デジタル化を実現するための情報システム整備計画、デジタルデバイドの

是正、民間手続におけるデジタル技術の活用の促進を定めています。 
 

 
出典:内閣官房「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法) 概要」令和元年 5 月 



 
 

 県の動向 

令和２年に今後５年間の県における ICT の利活用や DX 推進の展開を示す計画とし

て「あいち DX 推進プラン 2025」が策定され、令和５年にその改訂が行われました。 
 

 
出典:愛知県「あいち DX 推進プラン 2025 後半の取組（概要）」令和 5 年 12 月 

  



 
 

 



 
 

第４編 津島市の ICT の経緯と現状、課題 

 経緯と現状 

本市では、これまで、国や県の動向を踏まえ、市の組織体制の整備、行政手続きのオン

ライン化、情報システムの標準化・共通化、デジタル人材の確保・育成等を行ってきました。 

また、本計画の上位計画である津島市総合計画を情報施策の面から推進するため、各

種デジタル技術の導入を進めてきました。 

 

 
 

 
 

 
出典:津島市「第五次津島市総合計画」令和３年９月 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
出典:津島市「第五次津島市総合計画」令和３年９月 

  



 
 

 課題抽出のための職員アンケート内容 

本計画を策定するにあたり、令和６年度に当市職員を対象としたアンケート調査を実施

しました。 

アンケートでは、当市の窓口業務、内部管理事務等における問題点及び課題等につい

て調査しました。 

 

【主な質問項目】 

◆ 窓口業務等の対市民業務（フロントヤード）に係る 

現在及び過去の担当業務において、 

把握している問題や課題を記入してください。 

◆ 国・他自治体とのやり取り及び内部管理事務（バックヤード）に係る 

現在及び過去の担当業務において、 

把握している問題や課題を記入してください。 

◆ 現在の担当業務及び過去の担当業務において、 

RPA、AI-OCR にて効率化の検討の余地があるものがありますか。 

ある場合は、その業務について記入してください。 

◆ 令和７年度実装完了予定となっている情報システムの標準化・共通化に

ついて、把握している問題や課題、また抱えている不安等を記入してく

ださい。 

◆ 当市においてオンライン化の検討の余地がある行政手続きがあれば、記

入してください。  

また、その行政手続きのオンライン化が進んでいない理由について、考

えられる内容を記入してください。 

 

                    

  



 
 

 課題 

職員アンケートから次の課題が抽出されました。 

 

① 住民サービスにおける低い効率性の改善 

 

現在、市民が公共施設を予約する際、様々な対面での手続きがあり、利用

者と職員双方の負担となっています。 

 例えば、体育館利用時における、対面での鍵の受け渡しや現金による使用

料の支払い等がこれにあたります。 

 このように当市においては効率化の余地がある住民サービスが存在してい

るため、デジタル技術を用いる等して、これらの効率化を図っていく必要が

あります。 

 

 

 

② 災害発生への平時からの備えの必要性 

 

災害発生リスクを踏まえ、住民の方々が安心・安全に暮らすことができる

よう、住民が災害関連情報を収集し易いよう、また、万が一の災害発生時に

行政サービスを継続できるように平時から備えておく必要があります。 

 

 

 

③ 情報発信手段の多様化への対応 

 

デジタル技術の進展に伴い、年々SNS 等における情報発信手段が多様化し

ています。 

 そして、今後更なる多様化が予想されます。 

 そのような状況の中、全国に当市の魅力を十分にアピールしていくため、

多様化していく情報発信手段を効果的に活用していく必要があります。 

 

 

  



 
 

④ 情報セキュリティ上の脅威への対処 

 

デジタル技術の進展は、利用者にとって利便性の向上だけではなく、ウイ

ルス感染やそれに伴う情報漏洩等のリスクも増大させてきました。 

 また、近年、官公庁や自治体等の行政機関を標的としたランサムウェアや

標的型メール等の被害も拡大しています。 

 このような日々高度化するサイバー攻撃等に対して必要な対策を怠ること

は、情報漏洩、行政サービスの提供能力の低下、ひいては行政に対する信頼

の失墜に繋がっていきます。 

 これらの情報セキュリティ上の脅威に適切に対処していく必要がありま

す。 

 

 

 

⑤ 職員数減少に伴う業務効率化 

 

総務大臣主催の「自治体戦略 2040 構想研究会」の報告にて、少子高齢化に

よる労働人口の減少に伴い、2040 年に「半分の職員数でも担うべき機能が発

揮される自治体」を目指すこととされています。 

 当市においても、今後、職員数が減少していくことになります。 

 このような状況の中、安定的・継続的に行政サービスを提供していくた

め、絶えず現行業務を見直し、その効率化を図っていく必要性があります。 

 

 

 

⑥ デジタル利活用に向けた職員の能力開発 

 

デジタル分野では、日進月歩の勢いで新たな技術が登場しております。 

当市においても、業務システムやネットワークは年々高度化しており、ま

た、AI 等を活用した新たなデジタル技術も順次導入してきております。 

これらのデジタル技術について、一部の職員のみが利活用出来るのではな

く、全ての職員が、業務効率化のために、利活用していけるよう、職員の能

力開発をしていく必要があります。 

 

 

  



 
 

 



 
 

第５編 施策に係る５つの視点 

国・県の動向や社会情勢等、また職員アンケートの結果を踏まえ、施策の視点・柱を次

のように定めました。 
 

【視点①】行政手続き等における DX 

行政サービス利用者の負担軽減や利便性の向上を図るため、各種行政手

続きのオンライン化をこれまで以上に強力に進めていきます。 

【視点②】防災・観光分野における DX 

万が一、大規模災害等が発生した場合において、行政サービスの提供を

継続できるよう、防災分野においてデジタル技術の利活用を更に進めてい

きます。 

また、全国に当市の魅力を十分にアピールしていくため、デジタル技術

の進展に伴い年々多様化している SNS 等の情報発信手段を効果的に活用し

ていきます。 

【視点③】業務効率化に向けた DX 

限られた経営資源の中で持続可能な行政サービスの提供を行えるよう、

業務効率化等に向け、各種デジタル技術の導入及びそれらのデジタル技術

を使いこなせる職員の育成を進めていきます。 

【視点④】セキュリティ向上のための DX 

セキュリティ対策の徹底を図り、市が保有するデータを適切に管理・使

用していきます。 

【視点⑤】デジタルデバイド解消のための DX 

ICT を使える方とそうでない方との間に生じるデジタルデバイド（情報格

差）の解消に努め、全ての方がデジタル化の恩恵を享受できる、利用者に

やさしい行政サービスを目指していきます。 



 
 

第６編 施策の全体像 

 

５つの視点と個別施策

【視点①】行政手続き等におけるDX
（1）行政手続のオンライン化 （2）公金収納におけるeLTAXの活用について

（3）公共施設予約システム

【視点②】防災・観光分野におけるDX
（1）防災DX （2）被災者支援システム （3）ICT-BCPの検証 （4）SNSを活用した魅力発信

【視点③】業務効率化に向けたDX
（1）自治体情報システムの標準化・共通化 （2）電子決裁システム

（3）文書管理システム （4）情報資産台帳の利活用

（5）生成AI利活用検証 （6）AIチャットボット、AI-OCR、RPAの利用拡大

（7）デジタル人材育成研修 （8）全職員対象のデジタル知識習得機会の提供

（9）業務効率化に向けたシステム導入・活用の基礎研究

【視点④】セキュリティ向上のためのDX
（1）セキュリティ対策の徹底

【視点⑤】デジタルデバイド解消のためのDX
（1）デジタルデバイド（情報格差）の解消

市政を取り巻く環境

国の動向

社会情勢

県の動向

津島市総合計画

ＩＣＴを活用した地域活性化

ＩＣＴに対応する環境の整備

電子自治体の推進

職員アンケート

結果



 
 

第７編 個別施策 

 【視点・柱①】行政手続き等における DX 

行政手続のオンライン化 

まず、オンライン申請等により、市民の方々が市役所に来庁せずとも、必要な手続き

を行うことが出来るようにしていきます。 

具体的には、政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルにおいて、マイナ

ンバーカードを用いた申請の対象手続きを増やしていきます。オンライン申請においては、

手数料等必要な支払いのクレジットカード決済や QR コード決済といったキャッシュレス

化も同時に行っていきます。 

また、マイナンバーカードを利用して住民票の写し・印鑑証明等を最寄りのコンビニエ

ンスストアで取得できるサービスであるコンビニ交付の普及促進を進め、市民と職員双方

の負担軽減を更に図っていきます。 

次に、窓口においてタブレット端末等を用いることにより、これまで本人が手書きしてい

た氏名・住所・生年月日等の情報を本人確認書類からの自動入力とすること、また職

員の聞き取りによる代理入力を可能とし、書かない窓口の更なる推進を図っていきます。 

 

 
 



 
 

 
 

        
 

  



 
 

公金収納における eLTAX の活用について 

国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに公物の占有に

伴う使用料等の公金について、納付者が eLTAX を活用した納付を行うことができるよう

に研究を進めます。 
 

 

 

公共施設予約システム 

従来、公民館や体育館などの公共施設では、本人確認から施設予約、決済、鍵

の受け渡しまでが対面で行われ、利用者と職員双方にとっての負担となってきました。 

公共施設予約システムを利用することにより、一連の手続をオンライン化し、また、キ

ャッシュレス決済を実現し、利用者と職員双方の負担を軽減します。 

 

          
  



 
 

 



 
 

 【視点・柱②】防災・観光分野における DX 

防災 DX  

当市では令和４年度に国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、国

や県が管理する河川情報のほか、市が独自に設置した冠水計や水位計等の情報を一

元的に集約するシステムを導入しました。各種情報を効率よく収集することで市の災害

対応能力を高めるとともに、災害専用のポータルサイトを介して住民に有益な情報を迅

速に提供できるようになりました。また、災害時のドローンによる情報収集を目的に、職

員によるドローン操縦資格の取得を進めています。 

 

 
 

被災者支援システム 

被災者支援システムとは、住民基本台帳を基盤にして、災害発生後の被災者に関

する各種情報を管理するシステムです。 

現在、当市では災害時における被災者情報を紙媒体で整理していますが、住民票

等のコンビニ交付の実現により地方公共団体情報システム機構が提供するクラウド型

被災者支援システムの導入が比較的容易となったことから、今後早い段階での導入を

目指します。 



 
 

 
ICT-BCP の検証 

災害時に、ヒト・モノ・情報等、利用できる資源が制限された状況下で、優先的に実

施すべき業務執行のための体制や対応手順等について定めた BCP（事業継続計画）

に加え、重要システム・インフラの被害を最小限にとどめ、速やかに復旧することを目的に

ICT 分野における発災後 72 時間以内の初動対応を ICT-BCP として策定していま

す。 

この ICT-BCP について、実際の災害発生時にこれに基づき適切な行動を行うことが

出来るか、定期的に内容が形骸化、陳腐化していないかといった検証を行っていきます。 

 

      
 
SNS を活用した魅力発信 

観光 DX とは、デジタル技術を活用し、既存の観光サービスを向上させ、さらに発展さ

せる取組みのことを示します。 

SNS において地域の魅力を発信するショート動画を掲載する取組み等を行い、本市

への来訪者の増加を目指します。 

 

    

 

 

                          

 

 

 

 

 
  



 
 

 【視点・柱③】業務効率化に向けた DX 

自治体情報システムの標準化・共通化 

これまで自治体にて独自に調達・運用されてきた基幹業務システムとシステム運用基

盤は、各自治体の状況に合った運用を可能としてきましたが、その一方で、カスタマイズ

による改修コストや、データ移行・連携のコスト高が問題となっています。 

標準準拠システムへの移行、運用基盤の共同利用により、費用の削減、効率的な

システム運用、高度なセキュリティ対策が可能となり、また、業務フロー見直しによる事務

の効率化も見込まれます。 

令和７年度までに国が整備を行う運用基盤、ガバメントクラウドを活用し、標準準

拠システムへの移行を進めるよう、準備を進めます。 
 

 

出典:総務省デジタル基盤推進室「御説明資料（自治体情報システムの標準化・共通化）」令和５年１１月 

 



 
 

 
出典:総務省デジタル基盤推進室「御説明資料（自治体情報システムの標準化・共通化）」令和５年１１月 

 

 
出典:総務省デジタル基盤推進室「御説明資料（自治体情報システムの標準化・共通化）」令和５年１１月 

  



 
 

電子決裁システム 

電子決裁とは、現在、紙の申請書類に押印することで行っている決裁業務を電子的

手段により行うことです。 

電子決裁システムの導入により、決裁の簡素化・迅速化を可能とし、さらにはペーパ

ーレス化によって保存文書が量的に削減されます。 

押印廃止やペーパーレス化、文書のデジタル化や適切な管理、効果や導入・運用

方法について研究を進めます。 

 
文書管理システム 

公文書等の管理に関する法律(平成 23 年 4 月施行)において、その目的に国民視

点が加えられ、行政意思決定に至る経緯・過程や、事務作業の実績を合理的に跡付

け、検証することができるよう、公文書を適正に保存管理することが求められています。 

文書をデジタル化することにより、押印廃止やペーパーレス化を推進し、文書のより適

正な管理と業務の効率化、情報公開に係る市民の利便性の向上を図ることにより、職

員の働き方改革につなげていくことが可能となります。 

文書管理システムについては、文書管理についての見直しを行うとともに、システム導

入について研究を進めます。 

 

 
 

  



 
 

情報資産台帳の利活用 

現在、情報資産台帳にて当市で運用しているシステムの情報を一元管理しています。 

この情報資産台帳を利活用することにより、全庁的なシステム更改時期を踏まえた

適切な導入費用及び保守費用の管理、また、システムの導入・運用に係る監査の効

率化を図っていきます。 

 
生成 AI 利活用検証 

生成 AI は、文章等のコンテンツを生成する技術であり、その技術は現在日進月歩

の勢いで発展しております。 

生成 AI の利活用は、今後、職員数の減少及び住民サービスの複雑化・多様化が

考えられる地方自治体において、行政サービスを安定的・継続的に市民の方々に提

供することに大きく寄与すると考えられます。 

当市では、庁内文書や庁内研修資料の作成、庁内問合せチャットボット、また、市

民の方向けのリーフレットやポスター作成等において生成 AI 利活用の検証を進めてい

きます。 

また、生成 AI 利活用の検証と併せて、生成 AI の安全・安心な利活用のため、庁

内における生成 AI 利用ルールの制定、職員への利用方法の説明及びセキュリティ上

の注意喚起等を行っていきます。 

 

    
 

                                 

  



 
 

AI チャットボット、AI-OCR、RPA の利用拡大 

AI チャットボットは、行政に関する質問を、24 時間 365 日、AI を使用して判断し、

回答を行うことが出来ます。当市では、市民からのオンラインでの問い合わせへの回答に

利用しております。 

AI-OCR は、今まで手作業で行っていた入力作業を、AI を活用した読み取りを行う

ことにより、作業時間の短縮を行うことが出来ます。当市では、市民の方々からのアンケ

ートの読み取り、集計作業等に用いております。 

RPA は定型的、定例的な業務の自動化を行うことが出来ます。当市では、業務シ

ステムへのデータ登録等に用いております。 

これらデジタル技術の利活用は当市においてこれまで進めてきたところですが、拡充の

余地があります。 

よって、これらデジタル技術の利活用の更なる推進を行うことにより、市民サービスの向

上を図るとともに、職員の定型的な問合せへの対応や入力作業や繰り返し作業の負

担軽減を行い、職員が専門性の高い業務に注力できる環境を目指していきます。 

それに向けた取り組みとして、AI チャットボット、AI-OCR、RPA の適用が考えられる

業務の洗い出し、また、それらのデジタル技術を適切に利用することが出来る職員の増

加を目指したデジタル技術に係る学習機会の提供を継続的に行っていきます。 

 

   

  



 
 

デジタル人材育成研修 

庁内の DX 推進のリーダー役を担える職員を育成することを目的として、令和４年度

から令和７年度までの４年間で職員 100 名を対象に、最新デジタル技術やデジタル

利活用の最新動向等の高度なデジタル知識を習得させる研修を実施していきます。 

なお、令和４年度から令和６年度までで 71 名が本研修を受講済みであり、令和

７年度に 29 名が受講を予定しています。 

 

   
 

全職員対象のデジタル知識習得機会の提供 

庁内において DX を推進していくためには、DX 推進リーダーだけではなく、そのサポー

トを行える職員が多数必要となります。 

そのため、庁内に DX 推進リーダーをサポート出来る職員を多数育成することを目的

として、庁内の全職員がシステム全般、ネットワーク全般、RPA 及び AI 等の DX に関

する幅広い知識を習得することができるよう、e ラーニングを含めた学習機会を設けてい

きます。 

                                        
 
業務効率化に向けたシステム導入・活用の基礎研究 

電子契約システム、ビジネスチャット、庁内チャットボット等について、導入した場合の

業務効率性、課題、また導入費用と運用費用等を検討し、導入についての研究を進

めていきます。 

また、現在、津島市子ども見守りサービスにて利用している地域ＢＷＡについて、移

動型市役所サービス等への利活用に向けた研究を行っていきます。 

 



 
 

 【視点・柱④】セキュリティ向上のための DX 

セキュリティ対策の徹底 

情報資産を適切に使用していくため、セキュリティ対策を徹底します。 

ハード面のセキュリティ対策として、業務効率化を図りつつ、高度なセキュリティを担保

できるよう、ネットワーク構成の再検討及び構築を行っていきます。 

ソフト面のセキュリティ対策として、情報セキュリティポリシーをはじめとする庁内のセキュ

リティルールの定期的な見直しを行っていきます。 

また、情報セキュリティインシデントの未然防止、万が一の発生時の拡大防止、迅速

な復旧のため、全職員に対しセキュリティ研修を実施していきます。 

 

             

                                             

 
                               

  



 
 

 【視点・柱⑤】デジタルデバイド解消のための DX 

デジタルデバイド（情報格差）の解消 

現在、特定の個人やコミュニティがデジタル技術の恩恵を受けられない状況が生み出

されており、恩恵を受けることができる人とできない人との間に生じる教育や就業等の格

差はデジタルデバイドと呼ばれています。 

我が国では、デジタル庁が「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」をミッ

ションにしているとおり、デジタルデバイドの解消が目指されています。 

本市では、デジタルデバイドの解消に向け、スマホの使い方教室や講座を実施する民

間企業や民間団体との連携、当市ホームページ等におけるデジタル機器に不慣れな方

でも容易に操作できるユーザーインターフェースの提供等を行っていきます。 

 

 

 

 

 

   
 

 
                            

  



 
 

 



 
 

第８編 DX 推進体制 

本計画を実施するために、DX 推進体制を策定します。DX の推進は行政経営会議、

部課⾧連絡会議と連携し、意思決定を確認しながら行います。 

 

 
 

DX 推進本部 全庁的に関連する事項や部門横断的に関連する事項を主な検討対象と

する 

DX 推進部会 具体的な施策を検討し、機動力をもって計画を推進する 

DX 推進ワーキング

グループ 

各課で調整が必要な各個別施策について、主管する部門を中心にメンバ

ーを選定 

DX 推進メンバー 各課で１名任命し、DX 推進の各課の窓口的役割を担う 

 

 

【津島市ＤＸ推進体制】

【DXの推進】【意思決定の場】

DX推進本部
主宰:市⾧

メンバー:行政経営会議メンバー

【行政経営会議】
主宰:市⾧

メンバー:部⾧等

【部課⾧連絡会議】
主宰:市⾧

メンバー:行政経営会議の
構成員、課⾧

DX推進部会
部会⾧:副市⾧

メンバー:各部局から1名程度

指示 報告

指示、報告

指示 報告

DX推進
ワーキンググループ
※テーマに応じて設置

DX推進メンバー
※各課で1名

指示

指示



 
 

第９編 スケジュール 

個別施策における実施スケジュールを策定しました。これらは社会情勢や実施状況等か

ら毎年度見直しを行います。 

 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

（1）行政手続のオンライン化

（2）公金収納におけるeLTAXの活用について

（3）公共施設予約システム

（1）防災DX 

（2）被災者支援システム

（3）ICT-BCPの検証

（4）SNSを活用した魅力発信

（1）自治体情報システムの標準化・共通化

（2）電子決裁システム

（3）文書管理システム

（4）情報資産台帳の利活用

（5）生成AI利活用検証

（6）AIチャットボット・AI-OCR、RPAの利用拡大

（7）デジタル人材育成研修

（8）全職員対象のデジタル知識習得機会の提供

（9）業務効率化に向けたシステム導入・活用の基礎研究

【視点・柱④】セキュリティ
向上のためのDX

（1）セキュリティ対策の徹底

【視点・柱⑤】デジタルデ
バイド解消のためのDX

（1）デジタルデバイド（情報格差）の解消

【視点・柱①】行政手続き
等におけるDX

施策

【視点・柱②】防災・観光
分野におけるDX

【視点・柱③】業務効率化
に向けたDX

導入 運用

研究・導入・運用

研究

研究

導入

導入

運用

運用

導入 運用研究

研修の実施 人材の活用

研究 導入

拡充

拡充

拡充

研究 導入 運用

研究 導入 運用

運用

研究 導入 運用

運用

研究 導入 運用

拡充

運用



 
 

 



 
 

◆用語集 
 

 

AI（Artificial Intelligence） 

人工知能。人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び

人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術。 

 

 

AI-OCR 

手書きで記載される文字を読み取り、テキストデータとして変換する技術

「光学的文字認識（OCR）」に、人工知能（AI）を活用した技術。 

文字認識技術と機械学習により一般の OCR と比べ認識精度が高いとされて

いる。 

 

 

AI チャットボット 

チャットボットとは、「チャット（会話）」と「ロボット」を組み合わせた言

葉であり、AI チャットボットとは、データやログを基に自己学習した AI が文

字や音声で入力された質問に対して自動回答するプログラムのこと。 

 

 

BCP（Business Continuity Plan） 

業務継続計画。災害時に、ヒト・モノ・情報等、利用できる資源が制限され

た状況下で、優先的に実施すべき業務執行のための体制や対応手順等につい

て定める計画。 

 

 

DX（Digital Transformation） 

デジタル・トランスフォーメーション。デジタル技術やデータの利活用及

びそれに伴う組織、制度を変革し、様々な課題を解決すると同時に新しい価

値を創造すること。 

 

 

eLTAX 

地方税ポータルシステムのことであり、地方税における手続きを、インタ

ーネットを利用して電子的に行うシステムのこと。 

 

 

e ラーニング 

情報技術を用いて行う学習や学びのこと。 

 



 
 

ICT（Information and Communication Technology） 

情報通信技術。通信技術を活用したコミュニケーションのこと。 

 

 

ICT-BCP 

ICT 部門の業務継続計画であり、何らかの障害が発生した場合に重要な業

務が中断しないこと、又は業務が中断した場合でも目標とした復旧時間内に

事業が再開できるようにするための対応策などを定めた包括的な行動計画。 

 

 

IoT（Internet of Things） 

自動車、家電、ロボット、施設等のあらゆるモノがインターネットに繋が

り、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等

が進展し、新たな付加価値を生み出すという概念を表した語。 

 

 

LGWAN（Local Government Wide Area Network） 

地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、地方公共団体間のコ

ミュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の高度利用を図ることを

目的とする、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク。 

 

 

QR コード 

二次元で作成されたバーコードのこと。QR とは、QuickResponse の頭文字

を取っており、従来のバーコードより素早く読取りが可能。 

 

 

RPA（Robotic Process Automation） 

人間がコンピュータを操作して行う作業を、ソフトウェアによる自動的な

操作によって代替すること。 

 

 

SNS 

Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

の略で、登録した利用者だけが参加できるインターネットの Web サイトのこ

と。 

 

 

移動型市役所サービス 

市役所本庁舎や支所から遠い場所に住む住民の方がアクセスしやすい場所

まで車両で訪問して、行政サービスを届けること。 

 



 
 

オンライン会議 

離れた場所にいる複数の相手とウェブを介して開く会議。資料やデータを

リアルタイムに交換できる。 

 

 

外部ストレージサービス 

インターネット上にてデータを保存・管理するサービス。 

利用者は、自らのコンピュータやモバイルシステムの補助記憶装置の容量

を超えて、オンラインでファイルを保存し、どこからでもアクセスできるよ

うになる。 

 

 

ガバメントクラウド 

政府や地方自治体の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供す

る複数のクラウドサービスの利用環境のこと。 

 

 

キャッシュレス 

支払いを、クレジットカードや QR コード決済といった直接現金を扱わない

方法で行うこと。 

 

 

クラウドサービス 

インターネット等のネットワーク経由で提供されるサービス（アプリケー

ション等）を利用する仕組みのこと。 

 

 

コンビニ交付 

マイナンバーカードを利用して、住民票の写し・印鑑登録証明書等をコン

ビニエンスストアで取得できるサービスのこと。 

 

 

情報セキュリティインシデント 

情報セキュリティに関する事故や攻撃のこと。 

 

 

情報セキュリティポリシー 

組織全体の情報セキュリティに関する基本方針を文書で示したもので、セ

キュリティの対策基準や個別具体的な実施手順などを含むこともある。 

これを策定し公開することによって、職員の意識向上をはかり、安全に情

報を運用する。 

対外的には、組織のイメージの向上や信頼性を高める。 



 
 

サイバー攻撃 

情報通信ネットワークや情報システムを利用して行われる、不正侵入、デ

ータの窃取・破壊、不正プログラムの実行、DDos（ディードス）攻撃などのこ

と。 

なお、DDos 攻撃とは、不正プログラムに乗っ取られた多数のコンピュータ

が、標的とされたサーバなどに対して大量のデータを送りつけることにより、

当該宛先のシステムを動作不能とする攻撃のこと。 

 

 

生成 AI 

学習データをもとに、テキストや画像等の新たなデータを生成する AI（人

工知能）のこと。 

 

 

タブレット端末 

薄い板状のパソコンやモバイル端末の総称で、液晶ディスプレイの表示画

面で画面にタッチする（触れる）ことでシステムが操作可能となる機能を搭

載した、持ち運び可能なコンピュータのこと。 

 

 

デジタルデバイド 

インターネットやパソコン等の情報通信技術を触れたり使いこなしたりで

きる人と、苦手意識のある人や不慣れな人等との間に生じる情報格差のこと。 

 

 

ドローン 

遠隔操作または自動操縦により飛行させることができる無人航空機で、カ

メラや CPU 等のさまざまな機器を取り付けることにより、多種多様なデータ

収集や分析ができる。今後は荷物の運送をはじめ、災害時の人命救助、スポ

ーツやイベントの撮影などの分野で活躍が期待されている。 

 

 

ビジネスチャット 

ビジネスの現場において使用されるチャットツールのこと。 

 

 

標的型メール 

悪意のある添付ファイルを添付したり、URL を記載したメールを相手に送

り付けたりし、メールの受信者がファイルや URL を開いたタイミングでコン

ピュータウイルスに感染させ、企業や組織の情報資産を盗み取るサイバー攻

撃の一種。 

 



 
 

ポータルサイト 

インターネットに接続した際に最初にアクセスするウェブページであり、

分野別等に情報が整理され、リンク先等が表示されている。 

 

 

マイナポータル 

マイナンバー制度の導入に併せて新たに構築された、国民一人ひとりがア

クセスできるポータルサイトのこと。 

具体的には、自己情報表示機能、情報提供等記録表示機能、プッシュ型サー

ビス、ワンストップサービス等を提供する基盤であり、国民一人ひとりが様々

な官民のオンラインサービスを利用できる。 

 

 

マイナンバーカード 

表面に顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が、裏面にマイナンバーが記載

され、ＩＣチップによる電子証明書などの機能を持ち、電子申請などに利用

できるカード。 

 

 

ユーザーインターフェース 

ユーザーがシステムやサービスを利用する際における、ユーザーとシステ

ム・サービスとの全ての接点のことであり、ボタンの配置、フォント、レイア

ウト等の視認性に関すること、また、ユーザーの操作にシステムが音声や画

面の推移等で的確に反応することが含まれる。 

 

 

ランサムウェア 

身代金を意味する「ランサム」と「ソフトウェア」を組み合わせた造語。 

コンピュータウイルスの一種であり、感染したコンピュータにおいて、フ

ァイルを暗号化し、利用不可能な状態とし、そのファイルを利用可能な状態

に戻すことと引き換えに金銭（身代金）を要求するウイルス。 

 

 

ローリング方式 

複数年度にまたがる中長期計画を遂行する際、現実と計画のズレを埋める

ために、施策・事業の見直し、修正を定期的に行っていく手法。 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

津島市 

デジタル・トランスフォーメーション 

（DX）推進計画 

【第二期 令和７年度～令和９年度】 


